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デイサービス敬愛苑 

指定地域密着型通所介護 重要事項説明書 
 

指定地域密着型通所介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説

明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

 

１ 指定地域密着型通所介護サービスを提供する事業者(法人)について 

事業者名 日本海観光株式会社 

所在地 島根県松江市寺町１９８－５７ ボートピア松江ビル３階 

電話番号 ０８５２－２４－８００１ 

代表者氏名 代表取締役 客野 實 

 

２ サービス提供を実施する事業所について 

（１）事業所の所在地等 

事業所名称 デイサービス敬愛苑 

事業所番号 ３２７０１０１１８５ ／ 平成１７年５月１２日指定 

所在地 島根県松江市寺町１９８－５７ ボートピア松江ビル４階 

電話番号 ０８５２－６０－２３３０ 

管理者 三島 淳司 

通常の事業実施地域 

松江市の天神町、白潟本町、灘町、魚町、八軒屋町、和多見町、寺町、幸町、

袖師町、嫁島町、横浜町、伊勢宮町、御手船場町、大正町、東朝日町、朝日

町、新雑賀町、雑賀町、竪町、本郷町、栄町、新町、松尾町 

開設年月 平成１７年５月１２日 

利用定員 １５人 

 

（２）事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 

指定地域密着型通所介護の適正な運営を確保するために人員及び管理運営

に関する事項を定め、事業所の職員が、要介護にある高齢者等に対し、適正

な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とします。 

運営の方針 

要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ

て自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目

指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社

会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び

精神的負担の軽減を図るものとします。 
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（３）事業所窓口の営業日及び営業時間 

営業日 月～金曜日 ※年末年始（１２月３１日～１月３日）は休み 

営業時間 ８：３０～１７：３０ 

 

（４）サービス提供可能な日時 

サービス提供日 月～金曜日 ※年末年始（１２月３１日～１月３日）は休み 

サービス提供時間 ９：３０～１５：３０ 

 

（５）事業所の職員体制           ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職名 
常勤 非常勤 

職務内容 
専従 兼務 専従 兼務 

管 理 者  １   
職員の管理及び業務の管理、利用申込に係る調整、 

地域密着型通所介護計画の作成 

生 活 相 談 員  ３   利用者、家族への相談・援助業務、利用申込に関する業務 

看 護 職 員  １   日常生活上の健康管理、相談、介護、その他必要な業務 

機能訓練指導員  １   心身機能の低下防止及び維持回復を図るための訓練の実施 

介 護 職 員  ４ １  日常生活上の介護、その他必要な業務 

 

３ 提供するサービスの内容について 

サービスの種類 サービスの内容 

地域密着型通所介護 

計画の作成 

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に

基づき、ご利用者様の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に

応じて具体的なサービス内容を定めた地域密着型通所介護計画を作成します。 

日
常
生
活
支
援 

食事の提供 

及び介助 

栄養及び利用者の身体状況、嗜好を考慮した食事の提供及び必要に応じ、食事の

介助を行います。 

入浴介助 入浴または清拭、洗髪等を行います。 

排泄介助 必要に応じ、トイレへの誘導、見守り、おむつ交換等を行います。 

更衣介助 必要に応じ、上着、下着等の更衣の介助を行います。 

移動･移乗介助 必要に応じ、室内の移動、車いすへ移乗の等を行います。 

服薬介助 必要に応じ、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 

機能訓練 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行います。 

レクリエーション 能力・希望に応じ、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操等を行います。 

創作活動など 利用者の選択に基づき、趣味･趣向に応じた創作活動等の場を提供します。 

送迎 利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。 

生活相談 生活相談員に、日常生活に関することを含め相談できます。 

健康管理 到着後の健康チェックと必要な場合随時血圧や体温等を測定します。 
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４ 提供するサービスの利用料、利用者負担額について 

（１）地域密着型通所介護費(６時間以上７時間未満) 

要介護区分 
基本単位 介護報酬 利用者負担額（単位：円） 

(１回) (単位：円) １割 ２割 ３割 

要介護１ 678 6,780 678 1,356 2,034 

要介護２ 801 8,010 801 1,602 2,403 

要介護３ 925 9,250 925 1,850 2,775 

要介護４ 1,049 10,490 1,049 2,098 3,147 

要介護５ 1,172 11,720 1,172 2,344 3,516 

※６時間未満の利用の場合(ご利用者の希望または心身の状況等による)は地域密着型通所介護費の 

単位が異なります。 

※厚生労働省の通知等により変更となる場合があります。 

 

（２）加算料金 

加算項目 
基本単位 利用者負担額（単位：円） 

算定要件等 
（１回） １割 ２割 ３割 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ  
22／回 22 44 66 

介護職員の総数のうち介護福祉士

の割合が７０％以上の場合 

科学的介護推進体制加算 

(１月につき) 
40／月 40 80 120 

利用者ごとのＡＤＬ値、認知症の

状況等の基本的な情報を厚生労働

省に提出していること 

必要に応じて計画を見直すなど、

サービスの提供に当たって、提出

した情報、その他サービスを適切

かつ有効に提供するために必要な

情報を活用していること 

入浴介助加算Ⅰ 40／回 40 80 120 

入浴介助に関する研修を行ったう

えで、入浴中の利用者の観察を含

む介助を行う場合 

個別機能訓練加算Ⅰイ 56／回 56 112 168 

個々の利用者の状態に適切に対応

する観点から、個別の機能訓練計

画を作成し、これに基づき機能訓

練を行い、また、３ヵ月に１度利

用者の居宅に訪問し、進捗状況の

説明、訓練内容の見直しを行って

いること 

個別機能訓練加算Ⅱ 20／月 20 40 60 

加算Ⅰの取組に加え、厚生労働省

にデータを提出しフィードバック

を受けていること 

事業所が送迎を行わない場合 －47／回 －47 －94 －141 片道につき 

Ｒ
６
年
５
月
ま
で 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 
(１)の料金及び上記加算減算の合計額×5.9％ 

加算額に相当する介護職員の賃金

改善を行っている等の他、キャリ

アパス要件及び職場環境等要件を

満たしている場合 

介護職員等 

特定処遇改善加算Ⅰ 
(１)の料金及び上記加算減算の合計額×1.2％ 

介護職員処遇改善加算を取得して

いること。介護福祉士の配置等要

件、職場環境等要件及び見える化

要件を満たしている場合 

介護職員等ベースア

ップ等支援加算 
(１)の料金及び上記加算減算の合計額×1.1％ 

介護職員処遇改善加算を取得して

いる、他算定要件を満たしている

場合 



4 

 

加算項目 利用者負担額（単位：円） 算定要件等 

６
月
か
ら 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅰ 
(１)の料金及び上記加算減算の合計額×9.2％ 

上記の３つの処遇改善加算が一本

化される。加算額に相当する介護

職員の賃金改善を行っている等の

他、キャリアパス要件及び職場環

境等要件を満たしている場合 

 

（３）その他の料金 

項目 利用者負担額 備考 

食事の提供に 

かかる費用 

昼食代 630円 

行事等の都合で、昼食代・おやつ代の 

金額が変更になることがあります 
特別食 730円 

おやつ代 110円 

おむつ代 

(１枚あたり) 

紙おむつ 150円 
交換用下着を持参されていない場合 

枚数不足の場合 

返品された場合は請求しません 

リハビリパンツ 100円 

パット 30円 

レクリエーション等にかかる費用 

複写物の交付、日常生活上必要となる諸費用 
実費 レクリエーションの材料代等 

交通費 片道１ｋｍ増すごとに20円 通常の事業実施地域を超えて利用される場合 

 

（４）キャンセル料金 

ご利用者様の都合でサービスを中止にする場合には、できるだけ利用予定日の前日営業時間内まで

にご連絡ください。 

サービスの利用をキャンセルされる場合、食事の準備の都合上、キャンセルの連絡をいただいた日

時に応じて、下記のキャンセル料を請求いたします。 

①利用予定日の前日営業日１１時００分までに利用中止の連絡をされた場合 無料 

② ①以降から、当日になって利用中止の連絡をされた場合 
昼食代630円 

(特別食の場合730円) 

③体調不良等のためサービス利用中に３時間未満で早退された場合 
昼食代630円 

(特別食の場合730円) 

 

（５）利用料金のお支払い方法 

 上記（１）（２）（３）（４）の料金・費用は、利用月ごとの合計金額により請求いたします。請求書

は、利用月の翌月１５日までに郵送いたします。以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

①口座振替 
山陰合同銀行 振替日:２５日(土日祝の場合は翌営業日) 

山陰合同銀行以外の金融機関 振替日:１０日(土日祝の場合は翌営業日) 

②指定口座へ 

の振込 

毎月２５日までに下記の口座へ（振込手数料はご負担ください） 

山陰合同銀行(０１６７) 松江駅前支店(００４) 普通預金(３６２５４７６) 

③現金支払い 
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５ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

  事前に介護支援専門員とご相談下さい。事業所の見学もできます。 

（２）サービスの終了 

 ①利用者の都合でサービスを終了する場合 

  サービスの終了を希望する日の１週間前までに、文書等でお知らせ下さい。 

 ②事業所の都合でサービスを終了する場合 

  やむを得ない事情により、サービス提供を終了する場合があります。その場合は、終了日の１ヶ

月前までに文書で通知致します。 

 ③自動終了 

 ・利用者が介護保険施設に入所した場合 

 ・利用者の要介護認定区分が、要支援認定又は非該当(自立)と認定された場合 

 ・利用者が亡くなられた場合 

 ④契約解除 

 ・正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者や家族等に対して、

社会通念を逸脱する行為を行った場合 

 ・事業所が破産した場合 

 ・サービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず、

１４日以内に支払われない場合 

 ・利用者や家族などが、事業所や職員又は他の利用者の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は

この契約を継続し難いほどの背信行為及び反社会的行為(従業者へのハラスメント行為を含む)を

行い、その状況の改善が認められない場合 

（３）サービスの利用に当たっての留意事項 

①サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の

有無及び要介護認定の有効期間)を確認します。被保険者住所などに変更があった場合は速やかに

お知らせください。 

 ②利用者に、病気・怪我などで健康上に問題がある場合は、サービスの利用をお断りする場合があ

ります。 

 ③当日の健康チェックにおいて、利用者の診断結果が悪い場合、サービス内容の変更、又はサービ

スの提供を中止する場合があります。 

 ④サービス利用中に、利用者の体調が悪くなった場合、サービス提供を中止する場合があります。

その場合は、家族又は緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。 

 ⑤サービス利用時は、多額の金銭・貴重品類は持参しないで下さい。又、利用者間での金銭の貸し

借り・物品の貸し借り・食べ物のやり取りはご遠慮下さい。 

 ⑥施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

 ⑦故意に、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、自己負担により原状に復していただく

か、又は相当の代価をお支払い頂く場合があります。 

 ⑧事業所内では、宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。 

 ⑨事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 
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６ 苦情の受付について 

（１）当事業所のお客様相談・苦情窓口 

苦情受付担当者 三島 淳司 

ＴＥＬ ０８５２－６０－２３３０ ＦＡＸ ０８５２－６０－２３３０ 

受付日 月～金曜日  ただし１２月３１日～１月３日を除く 

受付時間 ８時３０分～１７時３０分 

※また、苦情受付ボックスを敬愛苑入口に設置しています。 

（２）苦情処理体制 

①利用者・家族より口頭・投書等により相談・苦情を受け付けます。 

②苦情受付担当者が窓口や電話、訪問により相談・苦情解決します。 

③解決が困難な事案については、必要に応じ管理者を含めた苦情処理検討会等で検討します。 

④利用者・家族への解決方法を回答します。また、事業所内に苦情内容及びその解決方法を掲示

します。 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

松江市介護保険課 ０８５２－５５－５６８９ 

島根県国民健康保険団体連合会 ０８５２－２１－２８１１ 

 

７ 衛生管理等 

（１）利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め

ます。また、衛生上必要な取り組みを行っています。 

（２）感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備し、委員会の開催、研修、訓練を定期的に実

施しています。 

 

８ 緊急時における対応方法 

 サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、緊急時マニュアルに沿って事前の打ち合わせに

より、主治医、救急隊、家族、介護支援専門員等へ連絡をいたします。 

 

９ 安全管理と事故発生時の対応 

サービスの提供にあたり安全管理体制等の確保に努め、転倒、事故防止の観点から余計な物品等を

放置しない等、事故を予防する環境整備に努め、利用者の体調の変化に常に気を配りながらサービ

スを提供します。 

 事故が発生した場合は、利用者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかに利用

者がお住まいの市町村、家族、介護支援専門員等に連絡を行います。 

 また、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再

発生を防ぐための対策を講じます。 
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10 損害賠償等 

事業所において、事業所の責任により利用者に生じた損害については、速やかに損害賠償いたしま

す。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、その損害の発生について、利用者に故意または過失が認められる場合には、利用者の置か

れた心身の状況を勘案して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償を減じる場合があります。 

当事業所は、東京海上日動火災保険株式会社と損害賠償保険契約を結んでいます。 

 

11 非常災害対策 

防災時の対応 別途定める「敬愛苑消防計画書」により対応 

防災設備 スプリンクラー、消火器配置、誘導灯及び避難経路図 

防災訓練 年２回実施 

防火責任者 三島 淳司 

 

12 秘密の保持について 

（１）サービスを行う上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏

らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

（２）法令規則により公的機関あてに報告が義務付けられているもの、居宅介護支援事業所等との連

携に必要な場合は、利用者または家族の同意を得た後、関係先にのみ提供できるものとします。 

 

13 身体拘束の禁止 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある

場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用

者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体

拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。 

 

14 高齢者虐待の防止 

利用者の人権擁護・虐待防止のため、指針の整備、定期的な委員会の開催、及び研修の実施、その

ほか虐待防止のために必要な取り組みを行っています。 

虐待防止に関する担当者を配置しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者 三島 淳司 

 

15 業務継続計画の策定について 

感染症や災害発生時における、利用者に対する継続的なサービス提供の実施や中断時における早期

の業務再開の手順等、非常時における事業継続の方法を定めた業務継続計画の策定し、定期的な見

直しを行います。職員に対しても周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 
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16 地域との連携について 

（１）事業所は、周辺地域との相互理解に深め、地域に開かれ、地域と支えあうデイサービスとなる

ために利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域包括支援センターの職員、市町村職員等

で構成される運営推進会議を設置しています。 

（２）６ヶ月に１回開催し、活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに運営推進

会議からの必要な要望、助言等を聞く機会を設けています。 

 

17 第三者による評価の実施状況等 

第三者評価の実施の有無 なし 

 

18 個人情報の使用に係る事項 

以下に定める条件のとおり、利用者本人および身元引受人、家族の個人情報を下記の利用目的

の必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集させて頂きます。 

（１）利用期間 

介護サービス提供に必要な時間及び契約期間に準じます。 

（２）利用目的 

①介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため 

②利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施す

るサービス担当者会議での情報提供のため 

③医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、その他社会

福祉団体等との連絡調整のため 

④利用者が医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要のある場合 

⑤利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため 

⑥行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

⑦その他サービス提供で必要な場合 

⑧上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

（３）使用条件 

①個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。また、

利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても、第三者に漏ら

さない。 

②個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する。 
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令和   年   月   日 

 

 

地域密着型通所介護サービスの提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、重要事項及び個

人情報の取り扱いについて説明を行いました。 

 

事業者 

所 在 地 島根県松江市寺町１９８－５７ 

法 人 名 日本海観光株式会社 

事業所名 デイサービス敬愛苑 

説 明 者 管理者 三島 淳司 印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、サービスの提供開始、個人情報の使用に

係る事項に同意します。 

 

利用者 

住所  

氏名  印 

利用者 

家族代表 

住所  

氏名  印 

 


